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支所管内における期日前投票所の投票期間の見直し（案） 

１ 現状の投票期間 

本市の期日前投票所は、選挙期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙期日の前日

までの間、設けています。 

ただし、支所管内の期日前投票所は、統一地方選挙として執行されている鳥取県知事及び

鳥取県議会議員選挙に限り、選挙期間の短い鳥取県議会議員選挙の告示があった日の翌日

から設け、期間を短縮しています。 

※イオンモール鳥取北及び鳥取大学、鳥取環境大学は別に指定した期間 

２ 現状の利用実績 

（１）全般 

 ・期日前投票所の利用者数が多くなっています。 

 ・いずれの選挙においても、期日前投票期間の終盤に投票者数が多くなっています。 

（２）支所管内 

 ・選挙期間の長い国政選挙では、序盤の利用者数が限られ、時間当たりの利用者数が極端に

少ない場合があります 

参議院議員通常選挙（R7.7.20）における河原支所の時間別投票状況（人）

9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 計

R07.07.04 8 3 0 2 9 2 0 1 6 4 0 35

R07.07.05 15 9 6 6 0 1 1 3 2 2 0 45

R07.07.06 10 2 7 0 6 9 6 3 0 6 0 49

R07.07.07 11 9 14 0 3 11 3 2 0 2 0 55

R07.07.08 12 9 4 4 2 6 2 4 4 1 1 49

R07.07.09 9 12 9 3 6 0 4 8 4 3 2 60

R07.07.10 12 9 6 7 1 7 3 6 5 1 5 62

R07.07.11 16 23 15 2 4 13 10 3 4 0 3 93

R07.07.12 9 3 17 10 8 15 7 13 10 2 1 95

R07.07.13 18 25 21 3 7 8 6 13 10 2 2 115

R07.07.14 17 18 19 7 23 11 11 3 5 5 0 119

R07.07.15 28 10 6 6 12 10 8 4 9 7 1 101

R07.07.16 21 15 16 4 21 7 8 11 9 3 6 121

R07.07.17 20 27 19 5 8 14 8 19 5 19 8 152

R07.07.18 15 14 15 4 20 15 8 15 13 11 19 149

R07.07.19 38 27 23 19 25 38 18 16 21 18 16 259
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３ 見直しに当たっての制度上の制限 

 期日前投票所は、一の期日前投票所を除き、市選挙管理委員会の指定した期間に設けるこ

とが法に規定されています。 

このため、市役所本庁舎の期日前投票所を法に規定された期間に設けることで、支所管内

の期日前投票所の投票期間については、市選挙管理委員会が指定する限りにおいて見直す

ことができます。 

４ 具体的な見直し案

 支所管内における期日前投票所の利用状況を踏まえ、衆議院議員及び参議院議員の国政

選挙においては、鳥取県議会議員選挙と同じ土・日を含む選挙期日前８日間を投票期間とし

ます。 

※県及び市の選挙では、期間の見直しは行いません。 

５ 選挙人への影響とその対応 

 支所管内の期日前投票所の投票期間の見直しに伴い、投票できる期間が短縮されます。 

このため、支所だよりはもとより市報や市ウェブサイトにより、期日前投票所の投票期間

を周知します。 

６ 主な効果 

・１時間当たり投票者数ゼロ人となるような閑散とした環境が見直されます。 

 ・１投票所あたり 64,744 円/日の人件費（投票管理者、立会人及び事務従事者２人）の減

が見込まれます。（上記条件試算による各選挙での効果額） 

衆議院議員総選挙  1,553,856 円の減 

参議院議員通常選挙 4,143,616 円の減 

７ 意見交換等のスケジュール 

   ９月 選挙管理委員会 

  １０月 地域振興未来会議または自治会役員会 

  １２月 選挙管理委員会 

８ 施行予定日 

 令和１０年７月執行予定の第２８回参議院議員通常選挙から施行します。 

16日前 11日前 8日前 7日前 １日前
金 水 土 日 土

衆議院議員 ３日短縮

参議院議員 ８日短縮

期日前投票の設置期間
選挙期日

支所管内の期日前投票期間
（見直し後）



地域の課題解決への
取り組みについて
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１．地域の課題について
「第３回地域振興未来会議」８月２５日（月）
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人口減少

後継者（担
い手）不足

災害対策（避難場
所・避難経路）空き家増加

少子高齢化

５地区で共通する
地域課題
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２．現在の取り組みについて
実施計画

①ふるさと・いなか回帰の促進

地域プロジェクトマネージャーを配置し、町内各地
域もしくは、町全体で組織する空き家管理運営団
体を設置し、移住定住者の受け皿づくりや店舗等
に活用可能な空き家の掘り起こしや管理等を行っ
ていく等町内の空き家対策を進めていく。

活用可能な空家のリストアップ。

各地区で、課題提示やヒアリングによる問題意識
の醸成や地域の迷惑空家への課題解決の方向
性を示す。
利活用化の空き家については、空家バンク等登録
の働きかけ。

②学校統合のあり方検討

保護者をはじめ地域住民の意向を吸い上げ、地域
活性化やこどもの健全育成につながる小・中学校
のありかたについて一定の方向性を出す。

河原地域として一定の方向性をまとめ、未来会
議・自治会・保護者会連名での要望書（協議書）を
取りまとめて教育委員会に提出する。

③特色ある地域資源・伝統行事等による観光振興

●三滝林間施設管理委託事業
三滝林間施設の適正な管理を行い、将来的な観
光入込客の増につなげていく。
・事業内容　三滝林間施設の適正な管理
・三滝林間施設あり方検討委員会による施設の利
活用検討
・コンサルタント遊歩道現状確認・復旧ルート検討
・林道三滝線災害復旧
・三滝林間施設修繕検討（トイレ洋式化など）

④河原町コミュニティ施設建て替え及び周辺公共
施設との統合

新施設の完成及び現施設跡地に駐車場を整備す
る

実施設計
地質調査業務

目標
【めざす将来像】

令和７年度

空き家対策

令和６年６月 設置
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地域プロジェクトマネージャー地域おこし協力隊項目

地域に不足する専門人材の確保、基幹
プロジェクトの推進

都市部からの移住・定住促進と
地域おこしへの人材確保

目 的

地方自治体の重要プロジェクトの管
理・調整・推進

地域での生活を通じた地域活性
化活動全般（地域ブランド開発、
農林水産業への従事など）

主な役割

専門性やキャリアのある人材が対象、
協力隊OB・OGの再雇用も可

過疎地域等に移住を伴う都市部
の住民

対象人材

2021年度2009年度制度開始年
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【活動内容】
「河原地域の空き家総合対策」
「 」

【業務内容】
①河原地域の空き家総合対策
・空き家の詳細な実態把握及び意識啓発
・関係機関との連携・調整並びに関係者との橋渡し等
・危険家屋の発生を抑制する仕組みづくりの検討 など

②
の発掘
、立案、調整

・ＳＮＳ等を活用した地域情報の発信 など

地域プロジェクトマネージャーの業務



R6.6 空き家連絡会議を開催し情報共有
R6.7
R6.7 市内各空き家運営団体との情報交換
R6.7
R6.8 9 鳥取市全域を対象とした空家実態調査(Ｒ５)をもとに

実態把握（A､D,Eランク実地調査）
R6.12
R7.1 2
R7.3 空き家連絡会議を開催し情報共有
随時 現地調査、本庁との連携（建築指導課、地域振興課）

令和６年度取組経過
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●アンケート集計概要

６５自治会中４９自治会へ配布(※ )
３２自治会より回答（回答率65.3％）
うち 空き家がある ２３自治会・・ 

空き家がない ９自治会

 のうち、使える空き家がある ６自治会
２自治会で各１件ずつ売却された

 のうち、困ったことがある 13自治会
・・（樹木の繁茂、害獣、見通し不良、通学路への落瓦等）
６自治会については、現地に出向き、自治会の人と一緒
に現地確認を行った。うち１件は家主との連絡がつき
草刈り等を実施し改善に繋がった。

参考資料

空き家がない
28.1%

空き家がある
71.9％
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R7.4
R7.6

(各地区ごと及び老人福祉センターで毎月１回）
R7.8 
R7.8 空き家に関する動画放映会開催（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 9日間）
R7.9 先行事例の聞き取り（用瀬、明治）
随時 現地確認、本庁との連携（建築指導課、地域振興課）

令和７年度取組経過
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〇空き家の除去について

●鳥取市空家等除去事業（特定空き家・不良空き家の除却）
除却費用の1/2（上限60万円）および残置物処分費の1/2（上限20万円）

〇空き家の利活用について
●UＩＪターン者住宅利活用推進事業（鳥取市の地域団体分の空き家バンクに

登録された住宅の改修等）
改修・残置物処分費用の50/100（上限40万円）

●鳥取市空き家利活用団体支援事業補助金（空き家バンク登録物件の内覧のた
めの清掃費や残置物処分費）
清掃・維持管理に必要な補修・残置物処分 10/10（上限 60万/団体かつ30万/

12

鳥取市の支援制度



・空き家問題の意識醸成を図る必要があるため、未来会議の場で委員の皆様
方とともに方策を検討しながら、会議を進めてまいります。
・地元地域、会議等において、周知や意識啓発をお願いします。
・利活用可能な空き家の情報提供をお願いします。

今後とも委員の皆様、地域の皆様と協働して
空き家対策を進めてまいります。

今後について
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